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                             情 報 通 信 審 議 会           

                              電 気 通 信 事 業 部 会           

 

電気通信分野における公益事業者の電柱・管路等使用に関する 
ガイドライン案に対する意見募集 

 

 情報通信審議会は、平成１３年（２００１年）１月１７日、総務大臣から諮問を受け

た「電気通信分野における公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドラインの在り

方」について、本日、電気通信事業部会において審議を開始いたしました。 

  

 これは、「日本型ＩＴ社会」の最も基本的な社会的基盤である超高速インターネット

の整備に不可欠な光ファイバ網の整備を推進し、第一種電気通信事業の用に供する線路

敷設の円滑化を図るため、公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドラインの在り

方について審議しようとするものです。 

 当部会においては、具体的なガイドラインの在り方について別添のガイドライン案に

関して広く意見を求め、その結果を踏まえて審議を行い、答申することとしています。 

 なお、ガイドライン案については、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp） 

への掲載することとしています。 

 おって、ガイドライン案に対する意見の提出については、別紙「意見提出手続等につ

いて」の要領に従ってお願いします。 

 

 

             （連絡先） 

              情報通信審議会について 

               総務省情報通信政策局総務課情報通信審議会係 

               （担当：永松課長補佐、川浪係長） 

               電話：０３－５２５３－５７１２ 

             

              諮問内容等について 

               総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課 

               （担当：二宮課長補佐、和田係長） 

                電話：０３－５２５３－５８３５ 



 

別 紙 

 

意見提出手続等について 

 

１ 本件ガイドライン案について意見を提出されたい方は、書面により意見を提出して

くだ  

 さい（本件は平成１３年１月２２日付け情審通第２号です）。  

  意見書の形式は、参考資料に従ってください。意見提出の期限は平成１３年２月２

１日（水）午後５時とします。 

  郵送の場合は、提出者の氏名・住所（法人又は団体の場合は名称・代表者の氏名、

主た 

 る事務所の所在地）及び電話番号を記入の上、提出期限日を必着としてください。 

 

             （あて先及び内容についての照会） 

              〒１００－８９２６ 

               東京都千代田区霞が関２－１－２ 

                総務省情報通信政策局総務課 

                     情報通信審議会係 

               電話：０３－５２５３－５７１２ 

             

２  意見書を提出する方は、併せてその内容を保存した磁気ディスクを添えて提出す

るようにお願いします。磁気ディスクは３．５インチ、２ＨＤのフロッピーディス

クを１．４４ＭＢのＭＳ－ＤＯＳフォーマットとすることとし、ファイル形式はテ

キストファイルとしてください。ただし、他のファイル形式による場合は、事務局

（上記照会先）にご照会ください。フロッピーディスクには提出者の氏名、提出日、

ファイル名を記載したラベルを添付してください。 

 

３ 意見書は総務省において公衆の閲覧に供するほか、総務省ホームページ

(http://www.soumu.go.jp）に掲載します。 

 

 

 



 

                               参考資料 

 

意 見 書 

  年  月  日 

 

 

情報通信審議会 

電気通信事業部会長 殿 

 

 

 郵便番号  

（ふりがな） 

 住  所 

（ふりがな） 

 氏  名 （法人にあっては、 

       名称及び代表者の氏名）   

 

 

 

 ガイドライン案に関し、別紙のとおり意見を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注  用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。 

 別紙にはページ番号を記入すること。 



 

公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン（案） 

 

 ＩＴ戦略会議・ＩＴ戦略本部合同会議で取りまとめられた取組方針である「線

路敷設の円滑化について」に則り、以下のガイドラインを策定する。このガイ

ドラインは、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）の協議認可・裁定の

運用基準として機能することとなるものである。 

  

（基本的な考え方） 

第１条 このガイドラインは、電柱、管路、とう道、ずい道その他の第一種電

気通信事業の用に供する線路を設置するために使用することができる設

備（行政財産であるものを除く。）（以下「設備」という。）の所有者（所

有権以外の権原に基づきその設備を使用する者があるときは、その者及

び所有者）（以下「設備保有者」という。）が、第一種電気通信事業者（以

下「事業者」という。）に設備の一部を提供する場合において、設備保有

者及び事業者が遵守すべき標準的な取扱い方法を取りまとめることによ

り、事業者による線路敷設の円滑化を図り、超高速インターネットの整

備に不可欠な光ファイバ網の整備等を推進し、もって利用者の利益、国

民の利便の向上に資することを目的とする。 

  ２ 設備保有者には、電気通信事業者、電気事業者、鉄道事業者その他の

公益事業者が該当するものとする。 

  ３ 設備の提供に当たっては、原則として、次によるものとする。 

(1) 設備保有者は、事業者から設備の提供の申込みがあったときは、自己

の事業又は有線電気通信設備令その他の設備に関する法令等の規定（以

下「設備関係法令等」という。）及び道路法その他の公物管理に関する法

令等の規定（以下「公物管理関係法令等」という。）に支障のない限り、

公平かつ公正な条件で設備を提供する。（公正性の原則） 

(2) 設備保有者は、事業者に設備を提供するに当たり、資本関係その他の

理由により、差別的な取扱いをしない。（無差別性の原則） 

(3) 設備保有者は、設備の提供にかかる条件等をあらかじめ公開する。  

   なお、公開すべき条件等は、このガイドラインで規定する。（透明性 

   の原則） 

 

（貸与申込手続） 



第２条 設備保有者は、設備の提供に関し、次の事項をあらかじめ公表するも

のとする。なお、公表は原則としてインターネット上のホームページへ

の掲載によるものとする。 

(1) 提供を受けるための申込み窓口及びその連絡先 

(2) 提供を受けるための手続 

(3) 提供が拒否できる事由 

(4) 標準的な設備使用料及びその算出根拠 

(5) 調査の申込みから提供の可否の決定までの標準的な期間（標準的な

調査回答期間） 

(6) 提供に関して行う調査に係る費用の算定方法 

(7) 調査の申込みから使用までの標準期間 

  ２ 調査の申込みから提供の可否の決定までの期間は、原則として２箇月

以内とする。 

  ３ 設備保有者は、２箇月以内に提供の可否の決定ができない場合は、そ

の理由を明記した書面又は電子メール等の電磁的方法により、申込みを

行った事業者へ通知するものとする。 

  ４ 設備の提供に伴う事前調査に要する費用は、コストに基づき適正なも

のとし、内訳として人件費（内訳としての作業時間、作業人数及び作業

単金を含む。）、交通費、機械器具損料等を含め設備保有者が示した場合

には、事業者が負担するものとする。 

  ５ 第１項第４号に規定する標準的な設備使用料、同項第５号に規定する

標準的な期間又は同項第７号に規定する標準期間を設定することが困難

であるときは、過去の実績等に基づく例示等をもって代えることができ

る。 

 

（貸与拒否事由） 

第３条 設備保有者は、事業者から設備の使用の申込みを受けたときは、原則

として、次の各号に掲げる場合を除き拒否しないものとする。 

(1) 使用を希望する区間に現に空きが無い場合 

(2) 設備保有者が５年（法令に基づきこれより長い期間に係る設備計画

（最新の需要想定等を勘案した上で修正された設備計画がある場合は

当該計画。以下本条及び次条において同じ。）を作成している場合は当

該期間。以下本条及び次条第２項において同じ。）以内にその設備を全

て使用する予定であり、そのことが設備計画において明示されている

場合 

(3) 設備保有者の設備に大幅な改修又は移転の計画があり、そのことが



５年以内の期間に係る設備計画において明示されている場合 

(4) 電柱にあっては設備保有者が地中化を計画しており、そのことが５

年以内の期間に係る設備計画において明示されている場合 

(5) 事業者が設置しようとする伝送路設備が設備保有者の技術基準に適

合せず、設備保有者による建設若しくは保守において困難がある場合、

又はそのおそれが強い場合 

(6) 事業者の責に帰すべき理由により過去に費用負担・使用期間その他

の使用条件についての契約が現に履行されなかったことがある場合、

又は重大な不履行若しくは救済不能の不履行が発生するおそれが強い

場合 

(7) 事業者が行おうとする伝送路設備の設置が設備関係法令等の条件を

満足しない場合や、当該設備の使用が公物管理関係法令等の規定の適

用を受けるものにあっては、事業者又は設備保有者が受ける道路占用

許可その他の公物の占用等の許可（変更の許可を含む。）の取得若しく

は占用許可等の条件の変更に困難がある場合、又はそのおそれが強い

場合 

(8) 第６号に定めるもののほか、事業者の責に帰すべき理由により過去

に守秘義務、目的外使用の禁止その他契約に定める事項が履行されな

かったことがある場合、又は重大な不履行あるいは救済不能の不履行

が発生するおそれが強い場合 

(9) その他設備保有者の行う公益事業の遂行に支障のある場合、又はそ

のおそれが強い場合 

  ２ 設備保有者は、前項各号に掲げる事項に該当するものとして事業者か

らの設備の使用の申込みを承諾しない場合は、その事業者に対し、承諾

しない理由を書面又は電子メール等の電磁的方法により通知する。 

  ３ 設備保有者は、事業者から申込みを承諾しない理由について、具体的

な内容の説明を求められた場合は、セキュリティーの確保に支障がなく、

かつ、経営上の秘密又は顧客情報に抵触しない範囲で、これに応じるも

のとする。 

 

（貸与期間） 

第４条 貸与期間は、原則として５年間とする。 

  ２ 設備保有者は、自己による使用予定を理由として、事業者の要望に応

じない場合においては、その使用予定が５年以内の期間に係る設備計画

に明示されていることを要するものとする。 

  ３ 設備保有者は、設備の使用が公物管理関係法令等の適用を受けるとき



は、当該公物の占用等の期間についての規定を十分に勘案するものとす

る。 

 

（敷設工事及び保守ルール） 

第５条 設備保有者から提供された設備に伝送路設備を敷設する工事の設計及

び施工又は当該伝送路設備の保守は、セキュリティーの確保及び事故防

止のため、原則として設備保有者又は設備保有者が指定する者が行う。

なお、設備保有者が示す、セキュリティーの確保及び事故防止のための

保証手段及び責任の明確性を確保するための措置を講じる場合には、事

業者の希望に応じ事業者自らが工事の設計及び施工又は保守を行うこと

を認めるものとする。 

  ２ 設備保有者は、セキュリティーの確保及び事故防止のための保証手段

及び責任が明確でないと判断し、事業者自らが工事の設計及び施工又は

保守を行うことを認めない場合は、事業者に対し、その判断理由を書面

又は電子メール等の電磁的方法で通知するものとする。 

  ３ 設備保有者から提供を受けた設備に設置された伝送路設備の保守につ

いては、設備の提供に係る契約においてその運用ルールを明示するもの

とする。 

 

（貸与の対価） 

第６条 設備保有者から提供された設備に係るコストは、設備の提供を受けた

事業者が負担するものとする。 

  ２ 設備保有者は、次に掲げる式の示す範囲において、コストに基づき適 

   正な設備使用料を定めるものとする。 

   ［設備の取得価額から当該設備に係る減価償却費累計額を減じて得た 

   額］×［維持費率］×［設備の占有率］≦［設備使用料］≦［設備の再 

   調達価額］×［維持費率］×［設備の占有率］ 

    ここで再調達価額とは、当該設備を新たに取得するものとした場合に 

   おいて見込まれる価額とする。 

     注：［設備の取得価額から当該設備に係る減価償却費累計額を減じて得た額］×［維 

      持費率］×［設備の占有率］＞［設備の再調達価額］×［維持費率］×［設備の占 

      有率］が成立する場合においては、［設備使用料］≦［設備の再調達価額］×［維 

      持費率］×［設備の占有率］とする。 

  ３ 設備保有者は、事業者に対し、使用の申込みを受けた設備の使用料及

びその算出根拠を、第 13 条に定める標準実施要領において記述する時期

に通知するものとする。 



 

 

（移転費用負担等） 

第７条 設備保有者の事情又は正当な利益を有する第三者の要請により現に提

供している設備を撤去し又は移転する必要が生じた場合の事前予告及び

移転費用の取扱いについては、設備の提供に係る契約において明示する

ものとする。この場合において、事業者の伝送路設備の撤去又は移転に

係る事前予告及び移転費用の取扱いについても、同様とする。 

  ２ 事業者は、設備保有者に対して自己の責に帰すべき事由により設備の

提供の中止を求める場合は、事業者の負担により設備を原状復帰するも

のとする。 

 

（事故、災害時の取扱い） 

第８条 事故、災害の発生により現に提供している設備が破損した場合の取扱

いについては、設備の提供に係る契約において明示したときは、当該契

約内容によるものとする。 

 

（更新ルール） 

第９条 設備保有者が、事業者から設備提供の継続の申込みを受けたときにつ

いては、前各条の規定を準用する。 

 

（設備の使用に当たっての遵守事項） 

第 10 条 事業者は、設備保有者から提供された設備には、第一種電気通信事業

の用に供する伝送路設備を敷設するものとする。 

  ２ 事業者は、設備保有者から提供された設備に伝送路設備を敷設し、又

は設備を使用するに当たり、設備関係法令等及び設備保有者が適正に定

める技術基準に従って行うものとする。 

  ３ 事業者は、設備保有者から提供された設備に伝送路設備を敷設し、又

は設備を使用するに当たり、また、設備保有者は設備を使用させるに当

たっては、設備の定着する土地の所有者その他伝送路設備がその上空を

通過する土地の所有者（所有権以外の権原に基づきその土地を使用する

者があるときは、その者及び所有者）との間で、公物管理関係法令等に

関する諸手続をはじめ、必要な調整を適切に進めるものとする。 

  ４ 事業者は、設備保有者から提供された設備に伝送路設備を敷設し、又

は、設備を使用するに当たり、事業者の責に帰すべき事由により第三者

との間に争いが生じた場合、又は第三者に損害を与えた場合においては、



事業者の責任と負担により処理するものとする。 

 

（契約解除事由） 

第 11 条 設備保有者は、事業者が自己の責に帰すべき事由により、このガイド

ライン又は設備の提供に係る契約に違反した場合は、当該契約を解除す

ることができる。 

  ２ 前項の規定により契約を解除された場合、事業者は速やかに自らの負

担で当該設備を原状に回復し、返還するものとする。 

 

（情報開示） 

第 12 条 設備保有者は、事業者から設備の使用可能状況について照会があった

ときは、当該区間の使用可能状況について事業者への回答を行う。なお、

情報開示により当該設備におけるセキュリティーの確保が困難となる

場合、経営上の秘密又は顧客情報に抵触する場合はこの限りでない。ま

た、回答に係る費用は、事業者が負担するものとする。その額は、コス

トに基づき適正なものとするものとし、内訳として人件費（内訳として

の作業時間、作業人数及び作業単金を含む。）、機械器具損料等を事業者

に示すものとする。 

 

（標準実施要領の作成） 

第 13 条 設備保有者は、このガイドラインに準拠した設備の使用に関する標準

実施要領（公開ベース）を作成し、第２条第１項に定める事項を公表す

るものとする。なお、公表は原則としてインターネット上のホームペー

ジへの掲載によるものとする。 

   ２ 設備保有者は、前項の標準実施要領において、調査の申込みから使用

までの標準的な手続（第６条第３項に定める設備使用料及びその算出根

拠の通知に関するものを含む。）及びその手続に要する期間並びに申込

書、契約書、通知書その他の必要な書類の標準的な様式を示すものとす

る。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 このガイドラインは、平成１３年４月１日から施行する。 

 

（適用対象に関する経過措置） 

第２条 このガイドラインにおける設備保有者に該当する公益事業者は、当分 



   の間、電気通信事業者、電気事業者及び鉄道事業者とする。 

 

（見直し） 

第３条 このガイドラインの施行の日から起算して一年ごとに、設備使用の進

展の程度等について検討を加え、その結果に基づいて見直しを行うもの

とする。 

 


